
第２次守山市行政経営方針 （概要）

（３）策定の目的
・地域の多様な主体との協働・連携 ・職員の人材育成と活躍の場の創出
・時代に合わせた行政サービスの質の向上 ・財政運営の安定化

（４）取組期間

令和４年度から令和７年度まで（４年間） ※第５次総合計画と終期を合わせる

（１）第２次行政経営方針 「行政経営の理念」
これからの行政経営については、持続可能な地域社会の実現に向け、これまでの歳出削減
を重視した行政内部だけの行政改革に留まらず、限られた地域資源をいかに最大限活用で
きるかが重要であり、市民・地域・企業等のあらゆる主体と協働・連携して地域全体をマネジ
メントする「地域経営」の視点を持って取組むことが必要です。
第２次行政経営方針においては、本市のまちづくりに関わる全ての者が、時代の変化に合わ
せた柔軟性と多様性を備えた「地域経営」改革を推進し、全ての市民が誇りと愛着の持てる
「豊かな田園都市」を目指すため、以下の理念を定めます。

多様な主体とともに「豊かな田園都市」の実現を目指す「地域経営」改革

(1) 「市民への約束」の具現化を踏まえた職員の意識改革
(2) 時代に合わせた組織マネジメントや能力開発等による人材育成
(3) 多様な働き方で多様な人材がいきいきと活躍できる職場づくり
(4) 適正な定員管理と組織編制、コンプライアンスの徹底

(1) 第５次財政改革プログラムの進捗管理
(2) 歳入確保対策の積極的な推進
(3) 公共施設マネジメントの推進
(4) 広域連携の推進

（５）位置づけ
本市における、今後の行政経営の基本的な方向性や考え方を示す方針として、第５次財政改革プログラム等の関連する計画との連携を図るとともに、「豊かな田園都
市」の実現を目指す第５次総合計画の着実な推進を下支えするものとして当該行政経営方針を位置づけます。

H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

第５次総合計画（H23～R7）

第１次行政経営方針 第２次行政経営方針

Ⅰ 市民・企業等多様な主体との協働・連携の推進

(1) 市民ニーズを反映した質の高い行政サービスの提供
(2) 自治体DXの推進

(1) 市民協働の推進
(2) 民間活力の積極的な活用、官民連携の推進
(3) 市政情報や本市の魅力の積極的な情報発信

Ⅱ 職員の意欲・能力を発揮できる組織・人材育成

Ⅲ 行政サービスの質の向上と業務の効率化

Ⅳ 持続可能な財政運営

（参考）
第１次守山市行政経営方針の取組
・事業のスクラップや手法見直し、
事業委託・指定管理化の推進
・近隣自治体とのシステム共同利用
によるコスト削減
・補完会議等のペーパーレス化、ビ
ジネスチャット導入による、 職員間
コミュニケーションの効率化
・小・中学校、上下水道等の長寿命
化計画策定
・人事評価（能力・業績）の実施に
よる評価結果の給与等への活用
・第４次財政改革プログラムの推進

（２）理念の実現のためのテーマ

多様な主体がつながり合う協働・連携や市役所職員の人材育成を推
進していくためには、お互いの立場を尊重し共感していくコミュニケーショ
ンが必要不可欠です。 しかしながら、多様化・複雑化が進む社会の変
化に伴い、地域社会での帰属意識や人と人とのつながりが希薄化し、地
域コミュニティを維持することが難しくなっており、これまでの取組をしっ
かり検証しながら、改めて地域や市役所の中で、積極的な対話を通じた
共感を呼ぶコミュニケーション改革を実行していくことで、行政経営の理
念の実現を目指していきます。

「共感を呼ぶ、コミュニケーション改革」

※毎年度、進捗管理を行い計画の見直し（ローリング）

地域経営とは…
持続可能な地域社会の実現に向け、地域の多様な主体（行政、市民、NPO、企業な
ど）が協働・連携しながら、地域の資源を最大限に活用し、地域全体の発展に向けて活
動することです。

(6)4年後の目標（成果指標）

・まちづくり活動に積極的に
参加してみたいと思う人の割合

・これからも守山市に
住み続けたいと思う人の割合

現状 令和元年度（2019年度）：23.0％

目標 令和７年度（2025年度）：35.0％

現状 令和元年度（2019年度）：70.7％

目標 令和７年度（2025年度）：80.0％

【第５次総合計画にかかる市民意識調査】

（7）取組項目


